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Ⅰ　はじめに
訴訟差止命令（英語では「Anti-Suit Injunction」、

英語略称は「ASI」、中国語では「禁訴令」）とは、
契約に専属的合意管轄条項・仲裁条項がある場合や、
実質的に同一の紛争が複数の国の裁判所に係属する
並行訴訟の場合において、一方当事者による外国裁
判所での提訴等を禁止するという差止命令をいう。
また、一国の裁判所が下した「Anti-Suit Injunction」

への対抗手段として、「Anti-Suit Injunction」を受け
た当事者が、自国の裁判所でそれを差し止めるため
に「Anti-Anti-Suit Injunction」（AASI）を申請したり、
既に下された他国の裁判所の判決の執行を自国で差
し止めるために「執行差止命令」（Anti-Enforcement 
Injunction, AEI）を申請したりすることがある。

近時、欧米や中国等における標準必須特許（英
語では「Standard-Essential Patent」、英語略称は

☆オンライン知的財産セミナー（事業に資する
知財戦略・知財活動、知財の獲得・活用） … ⑾

☆オンライン知的財産セミナー（特許権侵害の権利行使を
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